
1

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文

○
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

改

正

前

目
次第

一
章

政
治
団
体
の
届
出
等(

第
一
条
―
第
十
三
条)

第
二
章

公
職
の
候
補
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
等(

第
十
四
条)

第
三
章

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
等(

第
十
五
条
―
第
三

十
三
条)

第
四
章

報
告
書
の
公
開(

第
三
十
四
条
―
第
三
十
六
条)

第
五
章

寄
附
等
に
関
す
る
制
限(

第
三
十
七
条
―
第
三
十
九
条)

第
六
章

補
則
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

附
則

第
一
章

政
治
団
体
の
届
出
等

（
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
）

（
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
）

第
一
条

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「

第
一
条

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
一
号
様
式

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
一
号
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
治
団
体
以
外
の
者
が
開
催
す
る
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
届
出
に
添
付

す
る
文
書
）

第
一
条
の
二

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

別紙２
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適
用
さ
れ
る
令
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の

二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
治
団
体
が
設
立
の
届
出
に
添
付
す
る
文
書
）

（
政
党
等
が
設
立
の
届
出
に
添
付
す
る
文
書
）

第
二
条

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
。

第
二
条

令
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
文
書
（
令
第
八
条

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
文
書

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
令
第
五
条
第
四
号
に
規
定

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
準
ず
る

す
る
文
書
を
含
む
。
）
は
、
別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
二
号
様
式
の
七
ま
で

も
の
と
す
る
。

に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
書
面

別
記
第
二
号
様
式

二

令
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
承
諾
書
及
び
宣
誓
書

別
記
第
三
号
様

式
三

令
第
五
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
文
書

別
記
第
四
号
様
式

四

令
第
五
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
文
書

別
記
第
五
号
様
式

五

令
第
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
文
書

別
記
第
六
号
様
式

六

令
第
五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
文
書

別
記
第
七
号
様
式

七

令
第
五
条
第
六
号
イ
に
定
め
る
文
書

別
記
第
八
号
様
式

２

令
第
五
条
第
五
号
及
び
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
二
号
様

式
の
八
及
び
第
二
号
様
式
の
九
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
政
治
資
金
団
体
の
指
定
又
は
取
消
し
の
届
出
）

（
政
治
資
金
団
体
の
指
定
又
は
取
消
し
の
届
出
）
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第
三
条

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

第
三
条

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

政
治
資
金
団
体
の
指
定
の
届
出

別
記
第
九
号
様
式

二

政
治
資
金
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出

別
記
第
十
号
様
式

（
政
治
団
体
の
異
動
の
届
出
）

（
届
出
事
項
に
係
る
異
動
の
届
出
）

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
異
動
の
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異

記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

動
の
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
治
団
体
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
）

（
政
治
団
体
の
台
帳
の
調
製
及
び
保
管
）

第
五
条

法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
団
体
の
台
帳
（
以
下
「
政

第
五
条

法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
団
体
の
台
帳
（
以
下
「
政

治
団
体
台
帳
」
と
い
う
。
）
は
、
カ
ー
ド
式
と
し
、
別
記
第
十
二
号
様
式
に

治
団
体
の
台
帳
」
と
い
う
。
）
は
、
カ
ー
ド
式
と
し
、
別
記
第
五
号
様
式
に

準
じ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

準
じ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

２

政
治
団
体
台
帳
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、

２

政
治
団
体
の
台
帳
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
が
あ
つ
た
場
合
に
は

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
等
、
常
に
、
政
治
団
体
に
関
す
る
正
確
な

、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
等
、
常
に
、
政
治
団
体
に
関
す
る
正
確

記
録
が
行
わ
れ
る
よ
う
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
記
録
が
行
わ
れ
る
よ
う
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
総
務
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
第
三
項

３

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
の
解
散
等
の
公
表
を
し
た

の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
政
治
団
体
台
帳
か
ら
当

場
合
、
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る

該
公
表
に
係
る
政
治
団
体
の
カ
ー
ド
を
取
り
除
き
、
そ
の
日
か
ら
五
年
間
、

者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
者
」
と
い
う
。
）

当
該
カ
ー
ド
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
若
し
く
は
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
を

提
出
し
た
場
合
又
は
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
者
が
こ
れ
ら
の
報
告
書
を
そ

の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
政
治
団
体

の
台
帳
よ
り
当
該
政
治
団
体
に
係
る
記
録
を
消
除
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
消

除
の
日
か
ら
五
年
間
、
当
該
記
録
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
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４

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
第
七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
調
製
す
る
政
治
団
体
台
帳
は
、
他
の
政
治
団
体
台
帳
と

区
分
し
、
そ
の
調
製
の
日
か
ら
五
年
間
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
会
計
帳
簿
の
種
類
、
様
式
及
び
記
載
要
領
）

（
会
計
帳
簿
の
種
類
、
様
式
及
び
記
載
要
領
）

第
六
条

法
第
九
条
第
一
項
の
会
計
帳
簿
の
種
類
は
、
収
入
簿
、
支
出
簿
及
び

第
六
条

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
帳
簿
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り

運
用
簿
と
す
る
。

と
し
、
そ
の
様
式
及
び
記
載
要
領
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

収
入
簿

二

支
出
簿

三

運
用
簿

２

前
項
の
収
入
簿
、
支
出
簿
及
び
運
用
簿
の
様
式
及
び
記
載
要
領
は
、
別
記

第
十
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
項
目
等
）

（
法
第
十
二
条
第
一
項
等
の
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目

は
、
個
人
が
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
、
寄
附
（
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定

は
、
個
人
が
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
、
寄
附
（
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
寄
附
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
収
入
、

に
よ
り
寄
附
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
機
関
紙
誌
の

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
、
借
入
金
、
本
部
又
は
支
部

発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
、
借
入
金
、
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ

か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
及
び
そ
の
他
の
収
入
と
す
る
。

れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
及
び
そ
の
他
の
収
入
と
す
る
。

２

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る

２

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
法
第
十
八
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す

総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
は
、
人
件
費
、
光
熱
水
費
、
備
品
・
消
耗
品
費
、

る
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
は
、
人
件
費
、
光
熱
水
費
、
備
品
・
消
耗
品
費

事
務
所
費
、
組
織
活
動
費
、
選
挙
関
係
費
、
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事

、
事
務
所
費
、
組
織
活
動
費
、
選
挙
関
係
費
、
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の

業
費
、
調
査
研
究
費
、
寄
附
・
交
付
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
と
す
る
。

事
業
費
、
調
査
研
究
費
、
寄
附
・
交
付
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
と
す
る
。

３

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費
は
、

人
件
費
、
光
熱
水
費
、
備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
と
す
る
。
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（
法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費
）

第
八
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費

は
、
人
件
費
、
光
熱
水
費
、
備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
と
す
る
。

（
収
支
報
告
書
の
様
式
及
び
記
載
要
領
）

（
収
支
報
告
書
の
様
式
及
び
記
載
要
領
）

第
八
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
（
以
下
「
収
支
報
告
書
」
と
い
う
。

第
九
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
様
式
及
び
記
載
要
領
並

）
の
様
式
及
び
記
載
要
領
並
び
に
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
文
書
の
様
式

び
に
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
文
書
の
様
式
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
定

は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
方
法
等
）

（
領
収
書
等
の
写
し
等
の
提
出
方
法
）

第
九
条

法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出

第
十
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
領
収
書
等
の
写
し
又
は
振
込
明

の
明
細
書
は
、
別
記
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

細
書
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
第
七
条
に
規
定
す

る
支
出
の
項
目
ご
と
に
分
類
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下

２

法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
旨
並
び
に

こ
の
条
に
お
い
て
「
支
出
目
的
書
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
振
込
明
細
書
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
文
書
と
す
る
。

写
し
に
併
せ
て
提
出
す
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
支
出
の

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

別
記
第
十
六
号
様
式
の
文
書

目
的
を
記
載
し
た
書
面
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
八
号
様
式
及

二

振
込
明
細
書
に
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
（
会
計
責
任
者

び
別
記
第
八
号
様
式
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
振
込
明
細
書
に

が
当
該
振
込
明
細
書
の
余
白
に
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
場
合
を
含
む
。

支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
振
込
明
細
書
の
写
し
を
も

）

当
該
振
込
明
細
書
の
写
し

つ
て
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
目
的
書
と
し
て
前
項
第
二
号
に

定
め
る
文
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
振
込
明
細
書
の
写
し
を
重
ね
て
提

出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
領
収
書
等
又
は
振
込
明
細

書
の
写
し
（
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
振
込
明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
）
は
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、
当
該
領
収
書
等
又
は
振
込
明
細
書
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
工
業
規
格
Ａ
列

四
番
の
用
紙
に
複
写
し
た
も
の
と
す
る
。

５

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
領
収
書
等
若
し
く
は
振
込

明
細
書
の
写
し
又
は
支
出
目
的
書
は
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
項
目
ご

と
に
分
類
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
査
意
見
書
の
様
式
）

（
法
第
十
四
条
第
一
項
の
監
査
意
見
書
）

第
十
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
意
見
を
記
載
し
た
書
面
は
、

第
十
一
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
意
見
を
記
載
し
た
書
面
は

別
記
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

、
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出
）

（
解
散
等
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

第
十
二
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も

は
、
別
記
第
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

別
記
第
十
八
号
様
式

二

法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
の
本
部
が
届
出
を
す
る

場
合

別
記
第
十
九
号
様
式

（
政
治
団
体
の
本
部
に
よ
る
支
部
の
解
散
の
届
出
）

第
十
二
条
の
二

法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
の
本
部
が
す

る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
解
散
の
届
出
は
、
別
記
第
十
号
様
式
の
二
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

【
再
掲
】

（
政
党
の
支
部
が
設
立
の
届
出
に
添
付
す
る
文
書
）

（
政
党
等
が
設
立
の
届
出
に
添
付
す
る
文
書
）

第
十
二
条

令
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
令
第

第
二
条

令
第
五
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
文
書
（
令
第
八
条
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五
条
第
四
号
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
令
第

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
令
第
五
条
第
四
号
に
規
定

五
条
第
四
号
」
と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
文
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

す
る
文
書
を
含
む
。
）
は
、
別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
二
号
様
式
の
七
ま
で

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

読
替
え
後
の
令
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
書
面

別
記
第
二
十
号
様

２

（
略
）

式
二

読
替
え
後
の
令
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
政
党
の
証
明
書

別
記
第

二
十
一
号
様
式

【
再
掲
】

（
政
治
団
体
以
外
の
者
が
開
催
す
る
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
届
出
に
添
付

（
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
の
届
出
に
添
付
す
る
文
書
）

す
る
文
書
）

第
十
三
条

令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
令
第

第
一
条
の
二

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七

五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
文
書
は
、
別
記
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

る
。

適
用
さ
れ
る
令
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の

二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

公
職
の
候
補
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
等

（
資
金
管
理
団
体
の
指
定
又
は
取
消
し
等
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
二
十
三
号
様

第
十
三
条

法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
一
号

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と
き

別
記
第
二
十
四
号
様

式
二

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き

別
記
第
二
十
五
号
様
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式
三

法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き

別
記
第
二
十
六
号
様

式

（
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
に
係
る
異
動
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
の
資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

第
三
章

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
等

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
通
知
）

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
通
知
）

第
十
五
条

法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
二
十
七

第
十
四
条
の
二

法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
は

号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
十
二
号
様
式
の
二
及
び
別
記
第
十
二
号
様
式
の
三
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
二
十
八
号
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
様
式
）

（
法
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
）

第
十
六
条

法
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
は
、
別
記

第
十
四
条
の
二
の
二

法
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
政
治
資
金
監

第
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

査
報
告
書
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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（
政
治
資
金
監
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

（
法
第
十
九
条
の
十
三
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
七
条

法
第
十
九
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者

第
十
四
条
の
二
の
三

法
第
十
九
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
、
会
計
責
任
者
又
は
会
計
責
任
者

一

代
表
者
、
会
計
責
任
者
又
は
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
若
し
く
は
会

に
事
故
が
あ
り
若
し
く
は
会
計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の
職
務
を
行

計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
配
偶
者

う
べ
き
者
の
配
偶
者

二

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者

二

役
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者

三

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に

三

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に

あ
つ
て
は
、
同
号
の
公
職
の
候
補
者
又
は
そ
の
配
偶
者

あ
つ
て
は
、
同
号
の
公
職
の
候
補
者
又
は
そ
の
配
偶
者

（
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
方
法
）

（
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
方
法
）

第
十
八
条

第
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第

第
十
四
条
の
二
の
四

法
第
十
九
条
の
十
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
五

六
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
つ
い
て
準
用
す
る

項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合
に

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
五
項
中
「
支
出
目
的
書
は
」
と
あ
る
の

お
い
て
は
、
当
該
少
額
領
収
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四

は
、
「
支
出
目
的
書
は
、
こ
れ
ら
の
書
面
に
係
る
支
出
が
さ
れ
た
年
を
単
位

番
の
用
紙
に
複
写
し
、
こ
れ
ら
を
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出

と
し
、
か
つ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

が
さ
れ
た
年
を
単
位
と
し
、
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
出
の
項
目
ご
と

に
分
類
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
期
間
の
延
長
）

（
法
第
十
九
条
の
十
六
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
相
当
の
期
間
）

第
十
九
条

法
第
十
九
条
の
十
六
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
相

第
十
四
条
の
二
の
五

法
第
十
九
条
の
十
六
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

当
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
相
当
の
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ

定
め
る
相
当
の
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
三
十
日
と
す
る
。

三
十
日
と
す
る
。

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
六
項
に
規
定
す
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
日
か
ら
二

条
に
お
い
て
「
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治

十
日
以
内
の
期
間
に
、
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議

団
体
の
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
公
職
の
候
補
者
に
係

員
関
係
政
治
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
で
あ
る
公
職
の
候
補
者
、
同
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る
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期

項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
あ
つ
て
は
同
号
の
公
職
の

間
に
か
か
る
と
き
。

候
補
者
に
係
る
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期

日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
と
き

二

法
第
十
九
条
の
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
少
額
領
収
書

二

法
第
十
九
条
の
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
少
額
領
収
書

等
の
写
し
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

等
の
写
し
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
命
令
が
あ
つ
た
日
か
ら
二

事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
の
提

十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出

出
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

き
。

と
き

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
六
項
に
規
定

す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
命
令
が
あ
つ
た
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
す
べ
て
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し

を
提
出
す
る
こ
と
が
事
務
処
理
上
困
難
な
特
別
な
事
情
（
次
条
に
お
い
て
「

特
別
な
事
情
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
に
は
、
相
当
の
期
間
は
、
三
十
一

日
以
上
六
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写
し

の
す
べ
て
を
提
出
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
期
間
と
す
る
。

（
提
出
期
間
延
長
に
係
る
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

（
法
第
十
九
条
の
十
六
第
八
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
条

法
第
十
九
条
の
十
六
第
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事

第
十
四
条
の
二
の
六

法
第
十
九
条
の
十
六
第
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

項
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
日
の
ほ
か
、
次
の
各
号

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き

公
職
の
候
補

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
日

者
の
氏
名
及
び
選
挙
の
種
類

二

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、

二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き

提
出
期
間
を

選
挙
の
種
類
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
及
び
当
該
選
挙

延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
当
な
事
由

の
期
日
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三

特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き

当
該
特
別
な
事
情

三

前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
務
の
状
況

そ
の
他
の
事
情

（
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
通
知
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

（
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

第
十
四
条
の
二
の
七

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
者
（
次
条
に
お
い

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
（
次
条
に
お
い
て

て
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。
）
が
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
開
示
の
実
施

「
開
示
決
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
つ
い
て
求

の
方
法

め
る
こ
と
が
で
き
る
開
示
の
実
施
の
方
法

二

前
号
の
開
示
の
実
施
の
方
法
ご
と
の
開
示
の
実
施
に
係
る
手
数
料
の
額

二

前
号
の
開
示
の
実
施
の
方
法
ご
と
の
開
示
の
実
施
に
係
る
手
数
料
の
額

三

開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
、
時
間
及
び
場
所

三

開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
、
時
間
及
び
場
所

四

少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
並
び
に
そ

四

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
を
実
施
す

の
場
合
に
お
け
る
準
備
に
要
す
る
日
数
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用

る
場
合
に
お
け
る
準
備
に
要
す
る
日
数
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用

（
開
示
の
実
施
に
関
し
て
開
示
請
求
者
が
申
し
出
る
事
項
）

（
令
第
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
二
条

令
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
四
条
の
二
の
八

令
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

開
示
請
求
者
が
求
め
る
開
示
の
実
施
の
方
法
（
複
数
の
実
施
の
方
法
を

一

求
め
る
開
示
の
実
施
の
方
法
（
複
数
の
実
施
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に

求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
複
数
の
実
施
の
方
法
又
は
開

あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
複
数
の
実
施
の
方
法
又
は
開
示
決
定
に
係
る

示
決
定
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
部
分
ご
と
に
異
な
る
開
示
の
実

少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
部
分
ご
と
に
異
な
る
開
示
の
実
施
の
方
法
を
求

施
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分
ご
と
の
開

め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分
ご
と
の
開
示
の
実
施
の
方

示
の
実
施
の
方
法
）

法
）

二

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
少
額
領
収

二

開
示
決
定
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
一
部
に
つ
い
て
開
示
の
実

書
等
の
写
し
の
一
部
に
つ
い
て
開
示
の
実
施
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は

施
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分

、
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分

三

開
示
の
実
施
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
希
望
す
る
日

三

開
示
の
実
施
を
希
望
す
る
日
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四

少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

四

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
の
実
施
を

求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

（
更
に
開
示
を
受
け
る
旨
の
申
出
）

（
更
な
る
開
示
の
申
出
）

第
二
十
三
条

令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事

第
十
四
条
の
二
の
九

令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲

項
を
記
載
し
た
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

更
に
開
示
を
受
け
る
旨

一

法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
に
規
定
す
る
通
知
が
あ
つ
た
日

二

最
初
に
開
示
を
受
け
た
日

二

最
初
に
開
示
を
受
け
た
日

三

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２

前
項
の
申
出
に
お
い
て
は
、
既
に
開
示
を
受
け
た
少
額
領
収
書
等
の
写
し

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
開
示
を
受
け
た
少
額
領
収
書
等
の
写
し
（

に
つ
い
て
、
当
該
開
示
の
実
施
の
方
法
と
同
一
の
方
法
に
よ
る
開
示
の
実
施

そ
の
一
部
に
つ
き
開
示
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
）
に
つ
き

を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
同
一
の
方
法
を
求
め
る
こ
と

と
ら
れ
た
開
示
の
実
施
の
方
法
と
同
一
の
方
法
を
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写

に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
に
つ
い
て
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
同
一
の
方
法
を
求

め
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
写
し
の
用
紙
の
大
き
さ
）

（
令
第
十
二
条
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
大
き
さ
）

第
二
十
四
条

令
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
大
き
さ

第
十
四
条
の
二
の
十

令
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
と
す
る
。

大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
と
す
る
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
の
登
録
事
項
）

（
登
録
事
項
）

第
二
十
五
条

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

第
十
四
条
の
三

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

本
籍

一

本
籍

二

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

二

法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
旨

旨
三

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

三

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
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イ

弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
の
社
員
で
あ
る
場
合

イ

弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
の
社
員
で
あ
る
場
合

当
該
弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
の
名
称
及
び
所
属
事

当
該
弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
又
は
税
理
士
法
人
の
名
称
及
び
所
属
事

務
所
（
当
該
事
務
所
が
従
た
る
事
務
所
で
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
事

務
所
（
当
該
事
務
所
が
従
た
る
事
務
所
で
あ
る
場
合
に
は
、
主
た
る
事

務
所
を
含
む
。
）
の
所
在
地

務
所
を
含
む
。
）
の
所
在
地

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

勤
務
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
そ

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

勤
務
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
そ

の
所
在
地

の
所
在
地

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
定
め
る

四

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
必
要
が
あ

事
項

る
と
認
め
た
も
の

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
の
様
式
等
）

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
）

第
二
十
六
条

登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の

第
十
四
条
の
四

登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

の
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

２

法
第
十
九
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
製
は
、
電
子
計
算
機
（
電

２

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ

子
計
算
機
に
よ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録

り
登
録
政
治
資
金
監
査
人
名
簿
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
機
器
を
含
む
。
）
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）

も
の
と
す
る
。

を
も
つ
て
調
製
す
る
場
合
に
は
、
電
子
計
算
機
（
電
子
計
算
機
に
よ
る
方
法

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
機
器
を
含
む
。
）
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
係
る
登
録
申
請
書
）

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
七
条

法
第
十
九
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
申
請
書
（
次
項

第
十
四
条
の
五

法
第
十
九
条
の
二
十
第
一
項
の
登
録
申
請
書
（
次
項
に
お
い

に
お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写

て
「
登
録
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
（
官
公
署
が

真
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
明
す
る
書
類
等
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

戸
籍
の
抄
本
（
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

一

申
請
者
の
写
真
（
撮
影
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）

二

住
民
票
の
写
し
（
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

二

戸
籍
抄
本
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三

法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣

三

住
民
票
の
写
し

誓
書

四

法
第
十
九
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
の
写
真
（
三
月
以
内

四

法
第
十
九
条
の
十
八
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣

に
撮
影
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

誓
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
定
め
る

五

前
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
の
ほ
か
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
が
必
要
が

書
面

あ
る
と
認
め
た
も
の

２

登
録
申
請
書
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の

２

登
録
申
請
書
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
。

と
す
る
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
様
式
）

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
）

第
二
十
八
条

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
は
、
別
記
第
三
十
号
様
式
に
よ
る

第
十
四
条
の
六

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
五

も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
再
交
付
等
の
手
続
）

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
再
交
付
等
の
手
続
）

第
二
十
九
条

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡

第
十
四
条
の
七

登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を

失
し
、
又
は
損
壊
し
た
と
き
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式

亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
と
き
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様

に
従
い
、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
番
号
、

式
に
従
い
、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
番
号

当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
年
月
日
及
び
場
所
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

、
当
該
亡
失
又
は
損
壊
し
た
年
月
日
及
び
場
所
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

を
記
載
し
た
書
面
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
が
損
壊
し
た
た

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
が
損
壊
し
た

め
当
該
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査
人

た
め
当
該
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
損
壊
し
た
登
録
政
治
資
金
監
査

証
票
を
当
該
書
面
に
添
付
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
証
票
を
当
該
書
面
に
添
付
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
た
め
そ
の
再
交

２

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
亡
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
た
め
そ
の
再
交

付
を
申
請
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定

付
を
申
請
す
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定

め
る
様
式
の
再
交
付
申
請
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け

め
る
様
式
の
再
交
付
申
請
書
を
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
登
録
政

３

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
登
録
政

治
資
金
監
査
人
に
交
付
し
て
い
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
他
の
登
録

治
資
金
監
査
人
に
交
付
し
て
い
る
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
を
他
の
登
録

政
治
資
金
監
査
人
証
票
に
差
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
資
金
監
査
人
証
票
に
差
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
係
る
変
更
登
録
の
申
請
）

（
変
更
登
録
の
申
請
）

第
三
十
条

法
第
十
九
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
登
録
の
申
請
は
、

第
十
四
条
の
八

法
第
十
九
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
登
録
の
申
請

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
、
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
に
係
る
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
申
請
等
）

（
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
申
請
等
）

第
三
十
一
条

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
政
治

第
十
四
条
の
九

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
政

資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
政
治
資
金
適
正
化

２

法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
政
治
資
金
適
正
化

委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

委
員
会
の
定
め
る
様
式
の
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
届
出
を
す
る
者
が
当
該
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
法
定
代
理
人

い
て
、
当
該
届
出
を
す
る
者
が
当
該
登
録
政
治
資
金
監
査
人
の
法
定
代
理
人

又
は
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

又
は
相
続
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
）

（
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
研
修
）

第
三
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治
資
金
監
査
に

第
十
四
条
の
十

法
第
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
の
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る

関
す
る
研
修
は
、
登
録
政
治
資
金
監
査
人
と
し
て
必
要
な
専
門
的
知
識
を
修

研
修
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
治
資
金
監
査
研
修
」
と
い
う
。
）
は
、

得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

登
録
政
治
資
金
監
査
人
と
し
て
必
要
な
専
門
的
知
識
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
研
修
は
、
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
に
係
る
研
修

２

政
治
資
金
監
査
研
修
は
、
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
の
修

を
主
た
る
内
容
と
し
、
政
治
資
金
の
制
度
に
関
す
る
専
門
的
知
識
そ
の
他
の

得
に
係
る
も
の
を
そ
の
主
た
る
内
容
と
し
、
か
つ
、
政
治
資
金
の
制
度
に
関
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登
録
政
治
資
金
監
査
人
と
し
て
必
要
な
専
門
的
知
識
に
係
る
研
修
を
含
む
も

す
る
専
門
的
知
識
そ
の
他
の
登
録
政
治
資
金
監
査
人
と
し
て
必
要
な
専
門
的

の
と
す
る
。

知
識
の
修
得
に
係
る
も
の
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
研
修
は
、
同
項
の
目
的
を
達
成
で
き
る
よ
う
適
切
な
方
法
に
よ

３

政
治
資
金
監
査
研
修
の
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
研
修
に
お
い
て
修
得

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
知
識
の
修
得
が
な
さ
れ
る
た
め
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
参
事
官
）

（
参
事
官
）

第
三
十
三
条

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
事
務
局
に
、
参
事
官
一
人
を
置
く

第
十
四
条
の
十
一

政
治
資
金
適
正
化
委
員
会
の
事
務
局
に
、
参
事
官
一
人
を

。

置
く
。

２

参
事
官
は
、
事
務
局
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る

２

参
事
官
は
、
事
務
局
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
の
重
要
事
項
に
係
る
も
の

も
の
を
総
括
整
理
す
る
。

を
総
括
整
理
す
る
。

第
四
章

報
告
書
の
公
開

（
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
様
式
）

（
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
）

第
三
十
四
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
別
記
第
三
十
一

第
十
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

告
書
に
係
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
旨
の
公
表
は
、
別
記
第

十
三
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
）

（
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
閲
覧
）

第
三
十
五
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
が
受
理
し

第
十
六
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、
書
面
又
は
政

た
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
（
令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
収
支
報
告

治
資
金
監
査
報
告
書
（
以
下
「
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
」
と
い
う
。
）
の

閲
覧
対
象
文
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲

う
ち
総
務
大
臣
に
お
い
て
受
理
し
た
も
の
の
閲
覧
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
す

覧
は
、
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
場
所
で
、
執
務
時
間
中
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

る
場
所
で
、
執
務
時
間
中
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。
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２

前
項
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
同
項
の
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ

２

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
前
項
の
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で

と
が
で
き
な
い
。

き
な
い
。

３

第
一
項
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚

３

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
は
、
丁
重
に
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
又
は
加

損
又
は
加
筆
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

筆
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、

４

前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、

又
は
閲
覧
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
閲
覧
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
）

（
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
が
受
理
し

第
十
七
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
大
臣
の
受
理
し

た
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
の
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

た
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以

て
「
交
付
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
（

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

次
項
に
お
い
て
「
交
付
請
求
書
」
と
い
う
。
）
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
た
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
交
付
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

交
付
請
求
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
請
求
者
」
と
い

一

請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の

う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団

団
体
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

体
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

交
付
請
求
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
及
び
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に

二

写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
並
び
に
収
支
報
告
閲
覧

係
る
収
入
又
は
支
出
が
さ
れ
た
年

対
象
文
書
に
係
る
収
入
及
び
支
出
が
さ
れ
た
年

三

交
付
請
求
者
が
求
め
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付
の
方

三

求
め
る
写
し
の
交
付
の
方
法
（
複
数
の
実
施
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に

法
（
複
数
の
実
施
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該

あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
複
数
の
実
施
の
方
法
又
は
写
し
の
交
付
の
請

複
数
の
実
施
の
方
法
又
は
写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対

求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
部
分
ご
と
に
異
な
る
写
し
の
交
付

象
文
書
の
部
分
ご
と
に
異
な
る
写
し
の
交
付
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に
あ

の
方
法
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分
ご
と
の
写
し

つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分
ご
と
の
写
し
の
交
付
の
方
法
）

の
交
付
の
方
法
）

四

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は

四

写
し
の
送
付
の
方
法
に
よ
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
交
付

、
そ
の
旨

を
求
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

２

総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

２

総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
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、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ

、
請
求
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の

、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
交
付
請
求
の
あ
つ
た

３

総
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
交
付
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書

と
き
は
、
当
該
請
求
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る

の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を

収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前

求
め
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算

項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た

入
し
な
い
。

日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の

他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に

他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に

限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
交

限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
請

付
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面

求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面
に
よ

に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
に
係
る
収
支

５

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
収
支
報
告
閲
覧
対

報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
交
付
請
求

象
文
書
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
十
日

が
あ
つ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
法
第
二
十
条
の
二

以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
こ
と
に

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支

よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
同

障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
交
付
請
求
に
係
る
収
支
報
告

項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
請
求
に
係
る
収

閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
の
う
ち
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
当
該
交

支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
第
三

付
を
し
、
残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
に
つ
い
て
は
相
当
の
期

項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
し
、
残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て

間
内
に
当
該
交
付
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は

は
相
当
の
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場

、
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事

合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
請
求
者
に
対

項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

一

本
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二

残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
の
写
し
に
つ
い
て
当
該
交
付
を
す
る

二

残
り
の
収
支
報
告
閲
覧
対
象
文
書
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交

期
限

付
を
す
る
期
限
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第
五
章

寄
附
等
に
関
す
る
制
限

（
資
本
的
支
出
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
支
出
）

（
資
本
的
支
出
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
支
出
）

第
三
十
七
条

令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
本
的
支
出
と
し

第
十
八
条

令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
本
的
支
出
と
し
て

て
総
務
省
令
で
定
め
る
支
出
は
、
土
地
の
購
入
費
並
び
に
建
物
の
購
入
費
及

総
務
省
令
で
定
め
る
支
出
は
、
土
地
の
購
入
費
並
び
に
建
物
の
購
入
費
及
び

び
建
設
費
に
係
る
支
出
と
す
る
。

建
設
費
に
係
る
支
出
と
す
る
。

（
純
資
産
か
ら
控
除
す
る
資
本
金
等
）

（
令
第
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
三
十
八
条

令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

第
十
九
条

令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

の
各
号
に
掲
げ
る
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

各
号
に
掲
げ
る
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。一

株
式
会
社

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

一

株
式
会
社

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

イ

資
本
金

イ

資
本
金

ロ

資
本
準
備
金

ロ

資
本
準
備
金

ハ

利
益
準
備
金

ハ

利
益
準
備
金

ニ

新
株
式
申
込
証
拠
金

ニ

新
株
式
申
込
証
拠
金

ホ

評
価
・
換
算
差
額
等

ホ

評
価
・
換
算
差
額
等

ヘ

新
株
予
約
権

ヘ

新
株
予
約
権

二

持
分
会
社

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

二

持
分
会
社

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

イ

資
本
金

イ

資
本
金

ロ

出
資
金
申
込
証
拠
金

ロ

出
資
金
申
込
証
拠
金

ハ

評
価
・
換
算
差
額
等

ハ

評
価
・
換
算
差
額
等

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
告
知
す
る
文
言
）

（
法
第
二
十
二
条
の
八
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
文
言
）
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第
三
十
九
条

法
第
二
十
二
条
の
八
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

第
二
十
条

法
第
二
十
二
条
の
八
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
文

文
言
は
、
「
こ
の
催
物
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政

言
は
、
「
こ
の
催
物
は
、
政
治
資
金
規
正
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
治

治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
で
す
。
」
と
す
る
。

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
で
す
。
」
と
す
る
。

第
六
章

補
則

（
民
間
事
業
者
等
が
作
成
を
行
う
書
面
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
四
十
条

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
主

務
省
令
で
定
め
る
作
成
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
作
成
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第

一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
提
出
又
は
届
出
（
次
条
第

一
項
に
お
い
て
「
法
第
六
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
提
出
等
」
と
い
う
。

）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
十
九
条
の
十
五
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
場
合

に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
文
書
の
作
成
と
す
る
。

一

令
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
承
諾
書
及
び
宣
誓
書

二

令
第
五
条
第
六
号
イ
に
定
め
る
文
書

三

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
意
見
を
記
載
し
た
書
面

四

読
替
え
後
の
令
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
書
面

五

読
替
え
後
の
令
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
政
党
の
証
明
書

六

法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
文
書

七

法
第
十
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
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八

法
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書

２

電
子
文
書
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
の

作
成
は
、
当
該
作
成
を
行
う
民
間
事
業
者
等
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
民
間
事
業
者
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ

ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
け
る
電
子
文
書
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又

は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同

項
の
署
名
等
を
す
べ
き
者
に
よ
る
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行

政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署

名
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
民
間
事
業
者
等
が
交
付
等
を
行
う
書
面
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

第
四
十
一
条

電
子
文
書
法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等
（

電
子
文
書
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
交
付
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
提
出
等
を
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
文
書
の
交
付
等
と
す
る
。

２

電
子
文
書
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
項
に
規
定
す
る
文
書
の
交

付
等
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

も
の

イ

民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
交
付
等
の
相
手
方
の
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使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送

信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
す
る
方
法

ロ

民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
当
該
交
付
等
に
係
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
交
付
等
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（

電
子
文
書
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
交
付
等
を
受
け

る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
民

間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
に
係
る
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
交
付
等

に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
交
付
等
の
相
手
方
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第

八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び

内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
当
該
民
間
事
業
者
等
が
用
い
る

も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式



改  正  案 改  正  前 

第１号様式（第１条関係） 
（略） 
（備考） 
１ （略） 
２ 政治団体の支部にあつては、「名称」欄にその名称を記載

するとともに、当該支部を支部とする政治団体の名称を「（本

部）何々」の例により記載すること。 
３ （略） 
４ （略） 
５ （略） 
６ （略） 
７ （略） 
８ （略） 
９ （略） 
10 （略） 

第１号様式（第１条関係） 

（略） 

（備考） 

１ （略） 

 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 
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別記第２号様式（第２条関係） （略）   【所属国会議員届】 
別記第３号様式（第２条関係） （略）   【承諾書及び宣誓書】 
別記第４号様式（第２条関係） （略）   【得票総数届】 
別記第５号様式（第２条関係） （略）   【宣誓書】 
別記第６号様式（第２条関係） （略）   【政党の支部の状況に関する届】 
 
 
別記第７号様式（第２条関係） （略）   【国会議員氏名届】 
別記第８号様式（第２条関係） （略）   【被推薦書】 
  

別記第１号様式の２（第１条の２関係） 【削除】 ※別記第２２号様式へ移動 
別記第２号様式（第２条第１項関係） （略） 
別記第２号様式の２（第２条第１項関係） （略） 
別記第２号様式の３（第２条第１項関係） （略） 
別記第２号様式の４（第２条第１項関係） （略） 
別記第２号様式の５（第２条第１項関係） （略） 
別記第２号様式の６（第２条第１項関係） 【削除】 ※別記第２０号様式へ移動 
別記第２号様式の７（第２条第１項関係） 【削除】 ※別記第２１号様式へ移動 
別記第２号様式の８（第２条第２項関係） （略） 
別記第２号様式の９（第２条第２項関係） （略） 
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第９号様式（第３条関係） 

 

政 治 資 金 団 体 指 定 届 

 

                                                    平成  年  月  日 

 

 総  務   大   臣    殿 

 

                                        政 党 の 名 称  

                                         代表者の氏名            , 

  

 平成  年  月  日に政治資金団体となるべき団体として（    ）を指定したの

で、政治資金規正法第６条の２第２項の規定により届け出ます。 

 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署する 

  こと。 

 ３ この届出書には、政党が政治資金団体となるべき団体として指定する旨の文書の写 

 しを添付すること。 

第３号様式（第３条関係） 

 

政 治 資 金 団 体 指 定 届 

 

                                                    平成  年  月  日 

 

 総  務   大   臣    殿 

 

                                        政 党 の 名 称  

                                         代表者の氏名            , 

  

 政治資金団体となるべき団体として（    ）を指定したので、政治資金規正法第６条 

の２第２項の規定により届け出ます。 

 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署する 

  こと。 

 ３ この届出書には、政党が政治資金団体となるべき団体として指定する旨の文書の写 

 しを添付すること。 

 ４ 政治資金団体の指定の取消しの届出は、この様式に準じて行うこと。 
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第１０号様式（第３条関係） 

 

政 治 資 金 団 体 指 定 取 消 届 

 

                                                    平成  年  月  日 

 

 総  務   大   臣    殿 

 

                                        政 党 の 名 称  

                                         代表者の氏名            , 

 

 平成  年  月  日に（ ）に対する政治資金団体の指定を取り消したので、政治資

金規正法第６条の２第２項の規定により届け出ます。 

 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署するこ

と。 

 ３ この届出書には、政党が政治資金団体の指定を取り消す旨の文書の写しを添付するこ

と。 

【新設】 
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第１１号様式（第４条関係） 

 

届 出 事 項 等 の 異 動 届 

 

                                                    平成  年  月  日  

 

 総 務 大 臣               

                 殿 

  何（都道府県）選挙管理委員会 
 

                                      政治団体の名称               

                                      事務所の所在地 

                   代 表 者 の 氏 名                                , 

  

 {
政治資金規正法第６条第１項の規定により届け出た事項    

政治資金規正法第６条第２項の規定により提出した綱領等の内容}に異動があつた

ので、同法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

 

１ 異動事項 

 

２ 内  容 

 

 (1) 新 

 

 (2) 旧 

 

３ 異動年月日 

 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署するこ

と。 

 ３ 既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当すること

となつた場合には、法第 19 条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあつては

その代表者である公職の候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る国会議員関係政

治団体にあつては同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、

それぞれ異動事項に記載すること。 

 ４ 政治団体設立届の際に併せて提出した法第６条第２項に規定する綱領、党則、規約そ

の他の政令で定める文書（法第 18 条の２第１項の規定による政治団体にあつては、開催

計画書その他の政令で定める文書）のうち、令第５条第４号に掲げる文書の内容に異動 

があつた場合には、別紙に必要事項を記載の上、提出すること。それ以外の文書の内容

に異動があつた場合には、異動後の文書を提出すること。 

第４号様式（第４条関係） 

 

届 出 事 項 の 異 動 届 

 

                                                    平成  年  月  日  

 

 総 務 大 臣               

                 殿 

  何（都道府県）選挙管理委員会 
 
                                      政治団体の名称               

 

                                      事務所の所在地 

 

                   代 表 者 の 氏 名                                , 

  

 届出事項に異動があつたので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出

ます。 

記 

 

１ 異動事項 

 

２ 内  容 

 

 (1) 新 

 

 (2) 旧 

 

３ 異動年月日 

 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署するこ

と。 

 ３ 既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当すること

となつた場合には、法第 19 条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあつては

その代表者である公職の候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る国会議員関係政

治団体にあつては同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、

それぞれ異動事項に記載すること。 

 ４ 政治団体設立届の際に併せて提出した法第６条第２項に規定する綱領、党則、規約そ

の他の政令で定める文書（法第 18 条の２第１項の規定による政治団体にあつては、開催

計画書その他の政令で定める文書）の内容に異動があつた場合には、この様式に準じて

書面を付して提出すること。 
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別紙 

１ 支部の数 

  新 

  旧 

２ 異動の内容 

（設立した支部） 

名  称 主たる事務所の所在地 主たる活動区域 

１以上の市町村の      

区域等を単位とし      

て設けられる支部      

        □ 

   

 
     □ 

 

（解散した支部） 

名  称 主たる事務所の所在地 主たる活動区域 

１以上の市町村の      

区域等を単位とし      

て設けられる支部      

 

        □ 

   

 
     □ 

 

（異動があつた支部） 

支部の名称  名 称 主たる事務所の所在地 主たる活動区域

１以上の市町村の      

区域等を単位とし      

て設けられる支部      

 
新  

 

       □ 

旧 
   

 
     □ 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 異動の内容については、設立した支部、解散した支部、異動のあつた支部ごとにまと

めて記載すること。 

  ３ １以上の市町村（特別区を含む。）の区域（指定都市にあつては、その区の区域）又

は公職選挙法第 12 条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部にあつては、 

「□」内に「✓」を記入すること。 

 ４ 記載の順序は､「都道府県の区域において主としてその活動を行う支部」及び「２以上

の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域にお

いて、主としてその活動を行う支部」の順とし、それぞれ主たる事務所の所在地の都道

府県ごとにまとめて記載すること。 

【新設】 
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第１２号様式（第５条関係） 

 

（表） 

 五十音順分類  

政治団体の名称 

（ふ  り  が  な） 届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

  

 

主たる事務所 

の 所 在 地 

（〒   ） 

（電話     ）

届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

（〒   ） 

（電話     ）

 

 

代 表 者 

（ふりがな） 

氏    名 

 （〒  ）（住  所） 

      （電話  ） 

（生年月日） （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会 計 責 任 者 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会計責任者の 

職 務 代 行 者 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

政治資金団体又は

資金管理団体 

の指定の有無 

（有無） 政治資金団体として指定をした 

政党名又は資金管理団体の届出をした

者の氏名 

資金管理団体 

の届出をした者

の公職の種類 

（届出年月日） 

（指定年月日） 

（取消等年月日） 

   

 

 

支 部 の 有 無 

（政治団体の支部 

で あ る 旨 ） 

 

課税上の優遇措置の 

適 用 関 係 の 有 無 

 （届出年月日） 

（事由発生年月日）

 

 

政治資金規正法第 19 条の７ 

第 １項第１ 号に係 る 

国会議員関係政治団体 

（代表者である公職の候補者に係る公職の種類） 
（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

 
 

 

政治資金規正法第 19 条の７ 

第 １項第２ 号に係 る 

国会議員関係政治団体 

（公職の候補者の氏名
ふ り が な

） 
公職の候補者に 

係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

  
 

 

設立届出年月日      ・  ・   解散等の公表年月日         ・  ・  

組 織 年 月 日      ・  ・   解 散 等 の 年 月 日         ・  ・  

第５号様式（第５条関係） 

 

（表） 

 五十音順分類  

政治団体の名称 

（ふ  り  が  な） 届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

  

 

主たる事務所 

の 所 在 地 

（〒   ） 

（電話     ）

届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

（〒   ） 

（電話     ）

 

 

代 表 者 

（ふりがな） 

氏    名 

 （〒  ）（住  所） 

      （電話  ） 

（生年月日） （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会 計 責 任 者 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会計責任者の 

職 務 代 行 者 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

資金管理団体 

（指定団体） 

の指定の有無 

（有無） 資金管理団体（指定団体） 

の届出をした者の氏名 
（公職の種類）

（届出年月日） 

（指定年月日） 

   

 

支 部 の 有 無 

（政治団体の支部 

で あ る 旨 ） 

 
課税上の優遇措置の 

適 用 関 係 の 有 無 

 

政治資金規正法第 19 条の７ 

第 １項第１ 号に係 る 

国会議員関係政治団体 

（代表者である公職の候補者に係る公職の種類） 
（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

 
 

 

政治資金規正法第 19 条の７ 

第 １項第２ 号に係 る 

国会議員関係政治団体 

（公職の候補者の氏名
ふ り が な

）
公職の候補者に 

係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

  
 

 

設立届出年月日      ・  ・  解散等の告示年月日         ・  ・   

組 織 年 月 日      ・  ・  解 散 等 の 年 月 日         ・  ・   
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（裏） 

 

 

収  支  報  告  書  の  提  出  及  び  公  表  の  状  況 

 

        年         年         年         年         年

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出

  .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表

        年         年         年         年         年

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出

  .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表

届出事項等の公表関係 綱領等の異動状況 

公 表 年 月 日 内   容 提 出 年 月 日 内   容 

       .   .   設 立 届        .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .    綱領等の整理番号（       ） 

（備  考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

収  支  報  告  書  の  提  出  状  況 

 

        年         年         年         年         年 

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出 

        年         年         年         年         年 

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出 

届出事項の告示関係 綱領等の異動状況 

告 示 年 月 日 内   容 提 出 年 月 日 内   容 

       .   .   設 立 届        .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .           .   .    

       .   .    綱領等の整理番号（       ） 

（備  考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



（記載要領） 

１ 政党の支部又はその他の政治団体の支部にあつては、「政治団体の名称」欄にその名称を記載する

とともに、当該支部を支部とする政党又はその他の政治団体の名称を「（本部）何々」の例により記

載すること。 

２ 支部を有する政党について支部の数又は各支部の状況に異動があつた場合には、「届出事項等の公

表関係」の項「内容」の欄に「支部の状況」と記載し、「支部の数」に異動があつた場合にあっては、

併せて異動後の支部の数を「（支部の数何々）」の例により記載すること。 

３ 法第 17 条第２項の適用を受けた政治団体については、「（備  考）」欄に、「法第 17 条第２項適

用 平成何年何月何日」というように記載すること。 

４ 法第 18 条の２第１項の規定による政治団体については、「組織年月日」欄には、政治団体とみな

されることとなつた日を記載し、「収支報告書の提出及び公表の状況」欄には、法第 18 条の２第２

項の規定により読み替えて適用される法第 12 条第 1 項又は第 17 条第 1 項の規定による報告書の提

出日及び公表日を記載し、「（備  考）」欄には、政治資金パーティーの名称、開催年月日、開催場

所及び収益の予定支出先並びに台帳調製の日を記載すること。 
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改  正  案 改  正  前 

第１３号様式（第６条関係） 
（略） 
（記載要領） 

１ 収入簿 
(１)～（４） （略）  
(５) （略）  
 ア 個人からの寄附にあつては、寄附者の氏名を「摘要」

欄に「甲野太郎」というように記載し、寄附者の住所及

び職業を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１

番１号○○会館○号室（甲会社社長）」というように記

載すること。なお、特定寄附（法第 19 条の４に規定す

る寄附をいう。以下同じ。）については、個人からの寄

附の項目に記載するものとし、例えば、甲野太郎が資金

管理団体の届出をした者である場合には、「摘要」欄に

「○特甲野太郎」というように記載すること。また、遺贈

によつてする寄附については、「備考」欄に「遺贈」と

記載すること。 
 イ・ウ （略） 
(６)・(７) （略） 
(８) 機関紙誌の発行その他の事業による収入にあつては、そ

の事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日

を記載するものとし、記載の要領は、機関紙誌の発行事業

及び政治資金パーティー開催事業にあつては、事業の種類

を「摘要」欄に「甲機関紙」、「乙機関雑誌」、「甲政治資金

パーティー開催事業」、「乙政治資金パーティー開催事業」

というように細分した上で記載し、その他の事業にあつて

は、「その他の催物事業」というように記載すること。ま

た、政治資金パーティー開催事業について、他の政治団体

第６号様式（第６条関係） 
（略） 
（記載要領） 

１ 収入簿 
(１)～（４） （略）  
(５) （略）  
 ア 個人からの寄附にあつては、寄附者の氏名を「摘要」欄

に「甲野太郎」というように記載し、寄附者の住所及び

職業を「備考」欄に「東京都千代田区○○町１丁目１番

１号○○会館○号室（甲会社社長）」というように記載す

ること。なお、特定寄附（法第 19 条の４に規定する寄

附をいう。以下同じ。）については、個人からの寄附の項

目に記載するものとし、例えば、甲野太郎が資金管理団

体の届出をした者である場合には、「摘要」欄に「○特甲野

太郎」というように記載すること。 
 
 
 イ・ウ （略） 
(６)・(７) （略） 
(８) 機関紙誌の発行その他の事業による収入にあつては、そ

の事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日

を記載するものとし、記載の要領は、機関紙誌の発行事業

及び政治資金パーティー開催事業にあつては、事業の種類

を「摘要」欄に「甲機関紙」、「乙機関雑誌」、「甲政治資金

パーティー開催事業」、「乙政治資金パーティー開催事業」

というように細分した上で記載し、その他の事業にあつて

は、「その他の催物事業」というように記載すること。 
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と共同で開催した場合にあつては、その旨及び当該他の政

治団体の名称を「備考」欄に記載すること。なお、政治資

金パーティー開催事業の対価に係る収入の内訳を次によ

り記載すること。 
   ア・イ （略） 

(９)～(13) （略）  
２ 支出簿 
(１)～（４） （略）  
(５) （略）  
  ア～ウ （略） 
  エ 事務所費 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公

課、火災保険料等の各種保険料、電話使

用料、切手購入費、修繕料その他これら

に類する経費で事務所の維持に通常必

要とされるものをいう。 
(６)～（８） （略）  
３ （略） 

 
 

 
なお、政治資金パ

ーティー開催事業の対価に係る収入の内訳を次により記載

すること。 
   ア・イ （略） 

(９)～(13) （略）  
２ 支出簿 
(１)～（４） （略）  
(５) （略）  
  ア～ウ （略） 
  エ 事務所費 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公

課、火災保険金等の各種保険金、電話使

用料、切手購入費、修繕料その他これら

に類する経費で事務所の維持に通常必

要とされるものをいう。 
(６)～（８） （略）  
３ （略） 
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改  正  案 改  正  前 

第１４号様式（第８条関係） 
（略） 
（記載要領） 
 １ （略） 
 ２ この報告書は、毎年 12 月 31 日（解散等の場合には、その

日）現在で、その年におけるすべての収入及び支出（当該政

治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じて

された支出を含む。）の総額、項目別の金額及び資産等並び

に以下に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）

を記載すること。 
 
 【23(1)に移動】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ３（略） 
 ４ 様式（その１）について 
  (1)～(5) （略） 
 
 【23(2)に移動】 
 
 
 ５ （略） 
 ６ 様式（その３）について 
 

第７号様式（第９条関係） 
（略） 
（記載要領） 
 １ （略） 
 ２ この報告書は、毎年 12 月 31 日（解散等の場合には、その

日）現在で、その年におけるすべての収入及び支出（当該政

治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じて

された支出を含む。）の総額、項目別の金額及び資産等並び

に以下に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）

を記載すること。なお、政治団体のうち法第 18 条の２第１

項の規定による政治団体（以下「特定パーティー開催団体」

という。）にあつては、報告書を提出する日現在で、当該特

定パーティー開催団体の開催した政治資金パーティーに係

るすべての収入（予定される収入を含む。）及び支出（予定

される支出を含む。）の総額、項目別の金額及び以下に掲げ

る事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載するも

のとし、予定される収入又は支出を記載する場合においては

、当該収入又は支出が予定される収入又は支出である旨を「

備考」欄に記載すること。 
 ３（略） 
 ４ 様式（その１）について 
  (1)～(5) （略） 
  (6) 特定パーティー開催団体にあつては、当該特定パーティ

ー開催団体が開催した政治資金パーティーの開催年月日

を「平成  年  月  日開催分」の箇所に記載するこ

と。 
 ５ （略） 
 ６ 様式（その３）について 
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  (1)・(2) （略） 
  (3) 政治資金パーティーを他の政治団体と共同で開催した

場合にあつては、その旨及び当該他の政治団体の名称を「

備考」欄に記載すること。 
 ７～９ （略） 
 10 様式（その７）について 
  (1)・(2) （略）  
  (3) 個人からの寄附のうち、特定寄附については、例えば、

甲野太郎が資金管理団体の届出をした者である場合には、

「寄附者の氏名」欄に「㊕甲野太郎」というように記載す

ること。また、遺贈によつてする寄附については、「備考

」欄に「遺贈」と記載すること。 
  (4) （略） 
 11・12 （略）  
 13 様式（その 10）について 
  (1) 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パ

ーティー（政治資金パーティーのうち、当該政治資金パ

ーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるも

のをいう。以下同じ。）又は特定パーティーになると見

込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場

合には、これらのパーティーごとに、その名称、開催年

月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の

支払をした者の数を記載すること。 
(2) 特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれ

る政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、報告書に

記載すべき収入があつた年の前年以前において収受され

たものがある場合においては、前年以前において収受され

たものに係るこれらの事項について「備考」欄に併せて記

載すること。 
(3) 特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれ

  (1)・(2) （略） 
 
 
 

７～９ （略） 
 10 様式（その７）について 
  (1)・(2) （略）  
  (3) 個人からの寄附のうち、特定寄附については、例えば、

甲野太郎が資金管理団体の届出をした者である場合には、

「寄附者の氏名」欄に「㊕甲野太郎」というように記載す

ること。 
 
 
  (4) （略） 
 11・12 （略）  
 13 様式（その 10）について 
   機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パー

ティー（政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティ

ーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。

以下同じ。）又は特定パーティーになると見込まれる政治資

金パーティーの対価に係る収入がある場合には、これらのパ

ーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価

に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数を記載す

ること。なお、特定パーティー開催団体以外の政治団体にあ

つては、当該特定パーティー又は特定パーティーになると見

込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、報告

書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受さ

れたものがある場合においては、前年以前において収受され

たものに係るこれらの事項について「備考」欄に併せて記載

すること。 
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る政治資金パーティーを他の政治団体と共同で開催した

場合にあつては、その旨及び当該他の政治団体の名称を「

備考」欄に記載すること。 
 14 様式（その 11）について 

(1) 一の政治資金パーティーの対価に係る収入（     
                   報告書に記載す

べき収入があつた年の前年以前における収入を含む。以下

(1)及び 15 において同じ。）のうち、同一の者からの政治

資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が 20 万

円を超えるものについては、政治資金パーティーごとに、

その年における対価の支払について、当該対価の支払をし

た者ごとに、その者の氏名、住所及び職業並びに当該支払

われた対価の金額及び年月日を当該欄に記載するものとし

、記載の要領は、政治資金パーティーごとに別葉とし、「

政治資金パーティーの名称」欄には当該政治資金パーティ

ーの名称を記載すること。             
              政治資金パーティーの対価

に係る収入のうち、報告書に記載すべき収入があつた年の

前年以前において収受されたものがある場合においては、

前年以前において収受されたものに係る支払われた対価の

金額及び年月日について「備考」欄に併せて記載すること

。なお、一の政治資金パーティーに係る 20 万円以下の対価

の支払についても必要に応じ報告しても差し支えないもの

であること。 
  (2) （略）  

15 （略） 
 16 様式（その 13）について 
  （略） 
  (1) 経常経費 
   ア～ウ （略） 

 
 
 
 14 様式（その 11）について 

(1) 一の政治資金パーティーの対価に係る収入（特定パーテ

ィー開催団体以外の政治団体にあつては、報告書に記載す

べき収入があつた年の前年以前における収入を含む。以下 
           同じ。）のうち、同一の者からの

政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が

20 万円を超えるものについては、政治資金パーティーごと

に、その年における対価の支払について、当該対価の支払

をした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業並びに当該

支払われた対価の金額及び年月日を当該欄に記載するもの

とし、記載の要領は、政治資金パーティーごとに別葉とし

、「政治資金パーティーの名称」欄には当該政治資金パー

ティーの名称を記載すること。特定パーティー開催団体以

外の政治団体にあつては、当該政治資金パーティーの対価

に係る収入のうち、報告書に記載すべき収入があつた年の

前年以前において収受されたものがある場合においては、

前年以前において収受されたものに係るこれらの事項   

       について「備考」欄に併せて記載すること

。なお、一の政治資金パーティーに係る 20 万円以下の対価

の支払についても必要に応じ報告しても差し支えないもの

であること。 
  (2) （略） 

15 （略） 
 16 様式（その 13）について 
  （略） 
  (1) 経常経費 
   ア～ウ （略） 
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   エ 事務所費 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公

課、火災保険料等の各種保険料、電話使用料、切手購入

費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に

通常必要とされるものをいう。 
  (2) （略）  
 17 様式（その 14）について 
  (1)・(2) （略）  
  (3) 「支出の目的」欄には、光熱水費にあつては、例えば、

「電気の使用料」、「ガスの使用料」、「水道の使用料

」、備品・消耗品費にあつては、例えば、「机の購入費

」、「事務所用自動車の購入費」、「事務用用紙の購入

費」「新聞購読料」「ガソリン代」、事務所費にあつて

は、例えば、「事務所の借料損料」、「公租公課」、「

火災保険料」、「電話使用料」、「切手購入費」、「修

繕料」というように、当該支出の目的を具体的に記載す

ること。 
  (4) （略）  

18～22（略） 
 23 法第 18 条の２第１項の規定による政治団体について 

(1) 政治団体のうち法第 18 条の２第１項の規定による政治

団体（以下「特定パーティー開催団体」という。）にあ

つては、報告書を提出する日現在で、当該特定パーティ

ー開催団体の開催した政治資金パーティーに係るすべて

の収入（予定される収入を含む。）及び支出（予定され

る支出を含む。）の総額、項目別の金額及び上記に掲げ

る事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載す

るものとし、予定される収入又は支出を記載する場合に

おいては、当該収入又は支出が、予定される収入又は支

出である旨を「備考」欄に記載すること。 
(2) 様式（その１）については次のように記載すること。 

   エ 事務所費 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公

課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入

費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に

通常必要とされるものをいう。 
  (2) （略）  
 17 様式（その 14）について 
  (1)・(2) （略）  
  (3) 「支出の目的」欄には、光熱水費にあつては、例えば、

「電気の使用料」、「ガスの使用料」、「水道の使用料

」、備品・消耗品費にあつては、例えば、「机の購入費

」、「事務所用自動車の購入費」、「事務用用紙の購入

費」「新聞購読料」「ガソリン代」、事務所費にあつて

は、例えば、「事務所の借料損料」、「公租公課」、「

火災保険金」、「電話使用料」、「切手購入費」、「修

繕料」というように、当該支出の目的を具体的に記載す

ること。 
  (4) （略）  

18～22（略） 
 【２より移動】 
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ア 「活動区域の区分」欄の中の「□」については、政治

資金パーティーを開催する場所について、該当するもの

に「✓」を記入すること。 
イ 特定パーティー開催団体が開催した政治資金パーテ

ィーの開催年月日を「平成  年  月  日開催分」

の箇所に記載すること。 
 24 この報告書を提出する際には、政党又は政治資金団体にあ

つては監査意見書及び領収書等の写し          
                     、国会議員関

係政治団体（当該年中において一部の期間のみ国会議員関係

政治団体に関する特例規定が適用されていたものを含む。）

にあつては政治資金監査報告書及び領収書等の写し、その他

の政治団体にあつては 領収書等の写しを提出すること。な

お、第９条第２項第１号に掲げる場合にあつては、振込明細

書の写しを当該振込明細書に係る支出目的書と併せて提出す

ること。 
 

 【新設】 
 
 

【４(6)より移動】 
 
 

23 この報告書を提出する際には、政党又は政治資金団体にあ

つては、監査意見書及び領収書等の写し（当該領収書等を複

写機により複写したものに限る。以下同じ。）、国会議員関

係政治団体（当該年中において一部の期間のみ国会議員関係

政治団体に関する特例規定が適用されていたものを含む。）

にあつては政治資金監査報告書及び領収書等の写し、その他

の政治団体にあつては、領収書等の写しを提出すること。な

お、領収書等の写しは、支出の項目ごとに分類して提出する

こと。 
 
 
 24 領収書等を徴し難いときは、領収書等を徴し難かつた支出

の明細書又は振込明細書に係る支出目的書及び振込明細書

の写し（当該振込明細書を複写機により複写したものに限る

。以下同じ。）を提出すること。なお、振込明細書の写しは

、支出の項目ごとに分類し、当該振込明細書に係る支出目的

書と併せて提出すること。 
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別記第１５号様式（第９条関係） （略）   【領収書等を徴し難かつた支出の明細書】 
別記第１６号様式（第９条関係） （略）   【振込明細書に係る支出目的書】 
別記第１７号様式（第１０条関係） （略）   【監査意見書】 
別記第１８号様式（第１１条関係） （略）   【政治団体解散届】 
別記第１９号様式（第１１条関係） （略）   【政治団体支部解散届】 
別記第２０号様式（第１２条関係） 【新設】  【政党の状況等に関する届】 

※旧別記第２号様式の６ 
別記第２１号様式（第１２条関係） 【新設】  【支部証明書】       

※旧別記第２号様式の７ 
別記第２２号様式（第１３条関係） 【新設】  【特定パーティー開催計画書】 

※旧別記第１号様式の２ 
  

別記第８号様式（第１０条第２項関係） （略） 
別記第８号様式の２（第１０条第２項関係） （略） 
別記第９号様式（第１１条関係） （略） 
別記第１０号様式（第１２条関係） （略） 
別記第１０号様式の２（第１２条の２関係） （略） 
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第 23 号様式（第 14 条関係） 

 

資 金 管 理 団 体 指 定 届 

 

                                                   平成  年  月  日  

 

 

  総 務 大 臣               

                               殿 

 何（都道府県）選挙管理委員会 
 

公職の種類 

氏   名        , 

住    所 

 

 

平成  年  月  日に資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金

規正法第１９条第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 資金管理団体の名称 

２ 主たる事務所の所在地 

３ 代表者の氏名 

 

 

宣   誓   書 
 

 私は、上記の記載が真実であることを誓います。 

 

     平成  年  月  日 

                    氏 名              ㊞ 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

  ３ 「公職の種類」欄には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若 

  しくは長の区分により、その職については選挙区において選挙することとされている 

  場合には当該選挙区名を付して、その職にある者にあつては「衆議院議員 東京都第 

  ○区選挙区（現職）」、その職の候補者又は候補者となろうとする者にあつては「衆 

  議院議員 近畿選挙区（候補者等）」の例により記載すること。 

第 11 号様式（第 13 条関係） 
 

資 金 管 理 団 体 指 定 届 
 

                                                   平成  年  月  日  
 
 
  総 務 大 臣               
                               殿 
 何（都道府県）選挙管理委員会 
 
 
                                            氏 名                   , 
 
                                            住 所         
 
 
  資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金規正法第１９条第２項の規

定により届け出ます。 
 
                                       記 

１ 公職の種類 

２ 資金管理団体の名称 

３ 主たる事務所の所在地 

４ 代表者の氏名 

５ 指定年月日 

 
（備考） 
 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
 ２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
  ３ 「公職の種類」欄には、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若し

くは長の区分により、その職については選挙区において選挙することとされている場合

には当該選挙区名を付して、その職にある者にあつては「衆議院議員 東京都第○区選

挙区（現職）」、その職の候補者にあつては「衆議院議員 近畿選挙区（候補者）」、候補

者となろうとする者にあつては「甲県議会議員 乙郡選挙区（候補者となろうとする者）」

の例により記載すること。 
 ４ 法第 19 条第３項第１号及び第２号に該当するときの届出は、この様式に準じて行う 

こと。 
 ５ 資金管理団体として指定するに当たつては、政治資金規正法第 19 条の２の２の規定

により、資金管理団体は、不動産（土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的と

する地上権若しくは土地の賃借権をいう。）を取得し、又は保有してはならないこととさ

れていることに留意すること。 
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第 24 号様式（第 14 条関係） 

 

資 金 管 理 団 体 指 定 取 消 届 

 

                                                   平成  年  月  日  

 

 

  総 務 大 臣               

                               殿 

 何（都道府県）選挙管理委員会 
 
 

                                            氏  名           , 

 

                                            住  所             

 

 

  平成  年  月  日に下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消したので、

政治資金規正法第１９条第３項第１号の規定により届け出ます。 

 

                                       記 

１ 資金管理団体の名称 

２ 主たる事務所の所在地 

 

 

宣   誓   書 
 

 私は、上記の記載が真実であることを誓います。 

 

     平成  年  月  日 

                    氏 名              ㊞ 

 
（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

  

【新設】 
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第 25 号様式（第 14 条関係） 

 

資 金 管 理 団 体 で な く な つ た 旨 の 届 

 

                                                   平成  年  月  日  

 

 

  総 務 大 臣               

                               殿 

 何（都道府県）選挙管理委員会 
 
 

                                             氏 名           , 

 

                                             住 所             

 

 

  下記の政治団体は、平成  年  月  日に（              ）により、

資金管理団体でなくなつたため、政治資金規正法第１９条第３項第２号の規定により届け出

ます。 

 

                                       記 

１ 資金管理団体の名称 

２ 主たる事務所の所在地 

 

 

宣   誓   書 
 

 私は、上記の記載が真実であることを誓います。 

 

     平成  年  月  日 

                    氏 名              ㊞ 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

 ４ （  ）には「資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなつたこと」、「資

金管理団体の届出をした者が代表者でなくなつたこと」、「解散したこと」又は「法第

19 条第１項に規定する政治団体でなくなつたこと」のいずれかを記載すること。 

 ５ 資金管理団体の指定をした者が死亡した場合にあつては、この届出は新たに選任され

た代表者が行い、（  ）には「資金管理団体の届出をした者が死亡したこと」と記載

すること。 

【新設】 
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第 26 号様式（第 14 条関係） 

 

資 金 管 理 団 体 届 出 事 項 の 異 動 届 

 

                                                   平成  年  月  日  

 

 

  総 務 大 臣               

                               殿 

 何（都道府県）選挙管理委員会 

 

                                           氏   名           , 

                                           住   所 

 

 届出事項に異動があつたので、政治資金規正法第１９条第３項第３号の規定により、下記

のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 資金管理団体の名称 

 

２ 異動事項 

 

３ 内  容 

      (1) 新 

   (2) 旧 

４ 異動年月日 
 

宣   誓   書 

 

 私は、上記の記載が真実であることを誓います。 

 

     平成  年  月  日 

                    氏 名              ㊞ 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。 

３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

第 12 号様式（第 14 条関係） 

 

資 金 管 理 団 体 届 出 事 項 の 異 動 届 

 

                                                   平成  年  月  日  

 

 

  総 務 大 臣               
                               殿 

 何（都道府県）選挙管理委員会 

 

                                           氏   名           , 

                                           住   所 

 

 届出事項に異動があつたので、政治資金規正法第１９条第３項の規定により、下記のとお

り届け出ます。 

 

記 

 

１ 資金管理団体の名称 

 

 

２ 異動事項 

 

 

３ 内  容 

      (1) 新 

   (2) 旧 

 

４ 異動年月日 

 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 
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別記第２７号様式（第１５条関係） （略）   【国会議員関係政治団体に該当する旨の通知】 
  

別記第１２号様式の２（第１４条の２関係） （略）  
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第 28 号様式（第 15条関係） 

 

国会議員関係政治団体に該当しなくなつた旨の通知 

 

平成  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名         殿 

            

氏   名          ㊞ 

住   所            

 

 私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたことにより、貴団体は平

成  年  月  日に政治資金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団

体に該当しなくなつたため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法

第 19 条の８第２項の規定により通知します。 

 

 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ この通知は、法第 19 条の８第 1 項の規定による通知をした者が行うこと。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

 ４ 国会議員関係政治団体に該当しなくなつた年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職

の候補者でなくなつた日を記載すること。 

  

第 12 号様式の３（第 14条の２関係） 

 

国会議員関係政治団体に該当しなくなつた旨の通知 

 

平成  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名         殿 

過去の公職の種類            

氏   名          ㊞ 

住   所            

 

 私が、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたことにより、貴団体は、

政治資金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に平成 年 月 日か

ら該当しなくなつたため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法第

19 条の８第２項の規定により通知します。 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「過去の公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなる前の公

職の種類について、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にあつた者にあつては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとしていた者にあつては「衆議院議員（候

補者等）」の例により記載すること。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

 ４ 国会議員関係政治団体に該当しなくなつた年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職

の候補者でなくなつた日を記載すること。 
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別記第２９号様式（第１６条関係） （略）   【政治資金監査報告書】 
別記第３０号様式（第２８条関係） （略）   【登録政治資金監査人証票】 
  

別記第１２号様式の４（第１４条の２の２関係） （略） 
別記第１２号様式の５（第１４条の６関係） （略） 
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第31号様式（第34条関係） 

政治団体の収支報告書の要旨〔平成  年分〕 

〔単位 円〕 

政治団体の名称 

資金管理団体の届出をした者の氏名 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 

資金管理団体の指定の期間 

国会議員関係政治団体の区分 

公職の候補者の氏名 

公職の候補者に係る公職の種類 

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間 

報告年月日 

１ 収入総額 

   前年繰越額 

   本年収入額 

２ 支出総額 

３ 本年収入の内訳 

 個人の党費・会費 

 寄附 

 〔うち寄附のあつせんによるもの〕 

  個人分 

  〔うち特定寄附〕 

  団体分 

  政治団体分 

  政党匿名寄附 

 機関紙誌の発行その他の事業による収入 

  何 々 

  何 々 

   ‥  

 借入金 

  何 々 

  何 々 

   ‥  

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

  何 々 

  何 々 

   ‥  

 その他の収入 

  何 々 

第13号様式（第15条関係） 

政治団体の収支報告書の要旨 

政治団体の名称 

資金管理団体の届出をした者の氏名 

資金管理団体の届出に係る公職の種類 

国会議員関係政治団体の区分 

公職の候補者の氏名 

公職の候補者に係る公職の種類 

報告年月日 

１ 収入・支出の総額 

(1) 収入総額                              円 

   ア 前年繰越額                            円 

   イ 本年収入額                            円 

(2) 支出総額                              円 

 ２ 収入・支出の内訳 

  (1) 収入の内訳 

   ア 個人の負担する党費又は会費                    円 

                                      人 

   イ 寄附                               円 

    (ア) 寄附（(イ)を除く。）（内訳別掲）                 円 

     ａ 個人からの寄附                        円 

     （うち特定寄附                          円） 

     ｂ 法人その他の団体からの寄附                  円 

     ｃ 政治団体からの寄附                      円 

    （寄附のうち寄附のあつせんによるもの                円） 

    (イ) 政党匿名寄附                          円 

   ウ 機関紙誌の発行その他の事業による収入               円 

    (ア) 何 々                             円 

    (イ) 何 々                             円 

      ： 

      ： 

   エ 借入金                              円 

    (ア) 何 々                             円 

    (イ) 何 々                             円 

      ： 

      ： 

   オ 本部又は支部から供与された交付金に係る収入            円 

    (ア) 何 々                             円 

    (イ) 何 々                             円 
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  何 々 

   ‥  

  一件十万円未満のもの 

４ 支出の内訳 

 経常経費 

 〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 

  人件費 

  光熱水費 

  備品・消耗品費 

  事務所費 

 政治活動費 

 〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 

  組織活動費 

  選挙関係費 

  機関紙誌発行その他の事業費 

   機関紙誌の発行事業費 

   宣伝事業費 

   政治資金パーティー開催事業費 

   その他の事業費 

  調査研究費 

  寄附・交付金 

  その他の経費 

５ 寄附の内訳 

 〔個人分〕 

 （寄附者の氏名）   （金   額）   （住   所） 

 何 々                 何都道府県市区町村 

 ‥  

 ‥  

 〔団体分〕 

 （寄附者の名称）   （金   額）   （住   所） 

 何 々                 何都道府県市区町村 

 ‥                   

 ‥                     

 〔政治団体分〕 

 （寄附者の名称）   （金   額）   （住   所） 

 何 々                 何都道府県市区町村 

 ‥  

 ‥                     

６ 寄附のうち寄附のあつせんによるものの内訳 

 （あつせん者の氏名）   （金   額）   （住所又は事務所の所在地） 

      ： 

      ： 

   カ その他の収入                           円 

    (ア) 何 々                             円 

    (イ) 何 々                             円 

      ： 

      ： 

      10万円未満の収入                        円 

  合  計                                円 

 [寄附の内訳] 

   ア 個人からの寄附 

（寄附者の氏名）      （金  額）   （住     所） 

      何 々               円   何都道府県市区町村 

      ： 

      ： 

      その他               円 

      小 計               円 

   イ 法人その他の団体からの寄附 

（寄附者の名称）      （金  額）   （事務所の所在地） 

      何 々               円   何都道府県市区町村 

      ： 

      ： 

      その他               円 

      小 計               円 

   ウ 政治団体からの寄附 

（寄附者の名称）      （金  額）   （事務所の所在地） 

      何 々               円   何都道府県市区町村 

      ： 

      ： 

      その他               円 

      小 計               円 

 [寄附のうち寄附のあつせんによるもの] 

      寄附のあつせん                 住所又は事務所  

      者の氏名又は名      （金  額）    

称                       の所在地     

      何 々               円   何都道府県市区町村 

      ： 

      ： 

      その他               円 

      小 計               円 
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 何 々                    何都道府県市区町村 

 ‥  

 ‥                        

７ 特定パーティーの概要 

（特定パーティーの名称）   （金   額）   （特定パーティーの開催場所） 

  何 々                      何都道府県市区町村 

  ‥  

  ‥                         

８ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳 

（政治資金パーティーの名称） 

 何 々 

 〔個人からの対価の支払〕 

 （対価の支払いをした者の氏名）  （金  額）  （住     所） 

  何 々                      何都道府県市区町村 

  ‥  

  ‥                              

 〔団体からの対価の支払〕 

 （対価の支払いをした者の名称）  （金  額）  （事務所の所在地） 

  何 々                      何都道府県市区町村 

  ‥  

  ‥                             

〔政治団体からの対価の支払〕 

 （対価の支払いをした者の名称）  （金  額）  （事務所の所在地） 

  何 々                      何都道府県市区町村 

  ‥  

  ‥                             

  〔対価に係る収入のうち対価の支払のあつせんによるもの〕 

  （あつせん者の氏名）   （金   額）   （住所又は事務所の所在地） 

  何 々                    何都道府県市区町村 

   ‥  

  ‥                     

９ 資産等の内訳 

〔土地〕 

（所  在）      （取得の価額）  （面  積）  （取得年月日） 

 何都道府県市区町村                ㎡    年  月  日 

  ‥                     

  ‥                     

〔建物〕 

（所  在）      （取得の価額）  （床 面 積）  （取得年月日） 

 何都道府県市区町村                 ㎡    年  月  日 

 [特定パーティーの概要] 

   特定パーティー   対価に係る   対価の支払を   特定パーティ  

   の名称       収入の金額   した者の数    ーの開催場所  

      何 々        円      人     何都道府県市区町村 

      ： 

      ： 

      小 計               円 

 [政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳] 

   ア 何 々 

   (ア) 個人からの対価の支払 

      対価の支払を     （金  額）    （住     所） 

      した者の氏名   

     何 々             円    何都道府県市区町村 

     ： 

     ： 

   (イ) 法人その他の団体からの対価の支払 

      対価の支払を     （金  額）    （事務所の所在地） 

      した者の名称   

     何 々             円    何都道府県市区町村 

     ： 

     ： 

   (ウ) 政治団体からの対価の支払 

      対価の支払を     （金  額）    （事務所の所在地） 

      した者の名称   

     何 々             円    何都道府県市区町村 

     ： 

     ： 

   ＜対価に係る収入のうち対価の支払のあつせんによるもの＞ 

      対価の支払の   

      あつせん者の     （金  額）  （住所又は事務所の所在地） 

     氏名又は名称   

     何 々             円    何都道府県市区町村 

     ： 

     ： 

   イ 何 々 

     ： 

     ： 

  (2) 支出の内訳 

   ア 経常経費                             円 
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  ‥                   ㎡    年  月  日 

  ‥                       

〔地上権又は土地の賃借権〕 

（所  在）  （取得の価額）  （面  積）  （取得年月日） 

 何 々                  ㎡    年  月  日 

  ‥  

  ‥                       

〔動産〕 

（品  目）   （数  量）   （取得の価額）   （取得年月日） 

 何 々                         年  月  日 

  ‥  

  ‥                         

〔預金又は貯金〕 

（残   高） 

 

 

 

〔金銭信託〕 

（金   額）   （設定年月日） 

        年  月  日 

 

 

〔有価証券〕 

（種類）  （銘柄）  （数量）  （取得の価額）  （取得年月日） 

 何 々   何 々                   年  月  日 

  ‥     ‥                    

  ‥     ‥                    

〔出資による権利〕 

（出 資 先）   （金  額）   （出資年月日） 

 何 々                 年  月  日 

  ‥                 

  ‥                 

〔貸付金〕 

（貸 付 先）   （貸付残高） 

 何 々 

  ‥  

  ‥  

〔敷金〕 

（支 払 先）   （金  額）   （支払年月日） 

 何 々                 年  月  日 

    (ア) 人件費                             円 

    (イ) 光熱水費                            円 

    (ウ) 備品・消耗品費                         円 

    (エ) 事務所費                            円 

   イ 政治活動費                            円 

    (ア) 組織活動費                           円 

    (イ) 選挙関係費                           円 

    (ウ) 機関紙誌の発行その他の事業費                  円 

     ａ 機関紙誌の発行事業費                     円 

     ｂ 宣伝事業費                          円 

     ｃ 政治資金パーティー開催事業費                 円 

     ｄ その他の事業費                        円 

    (エ) 調査研究費                           円 

    (オ) 寄附・交付金                          円 

    (カ) その他の経費                          円 

  合  計                                円 

  （うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出）          円） 

３ 資産等の内訳 

  (1) 土地 

   （所   在）   （面 積）   （取得の価額）    （取得年月日） 

   何都道府県市区町村     ㎡         円      年 月 日 

       ： 

       ： 

  (2) 建物 

   （所   在）   （床面積）   （取得の価額）    （取得年月日） 

   何都道府県市区町村     ㎡         円      年 月 日 

       ： 

       ： 

  (3) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃貸権 

   （所   在）   （床面積）   （取得の価額）    （取得年月日） 

   何都道府県市区町村     ㎡         円      年 月 日 

       ： 

       ： 

  (4) 動産 

   （品   目）   （数 量）   （取得の価額）    （取得年月日） 

   何 々                     円      年 月 日 

   ： 

   ： 

  (5) 預金又は貯金 

   （残   高） 
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  ‥                

  ‥                 

〔施設の利用に関する権利〕 

（種  類）  （施設の名称）  （取得の価額）  （取得年月日） 

 何 々     何 々                年  月  日 

  ‥       ‥                  

  ‥       ‥                 

〔借入金〕 

（借 入 先）   （借入残高） 

 何 々 

  ‥  

  ‥  

  

         円 

  (6) 金銭信託 

   （金   額）   （設定年月日） 

         円     年 月 日 

               ： 

               ： 

  (7) 金融証券取引法第２条第１項及び第２項に規定する有価証券（金銭信託の受益証

券及び受益権を除く。） 

  （種 類） （銘 柄） （数 量）  （取得の価額）    （取得年月日） 

   何 々   何 々               円       年 月 日 

   ：     ： 

   ：     ： 

  (8) 出資による権利 

   （出 資 先）    （金  額）            （出資年月日） 

     何 々           円              年 月 日 

   ： 

     ： 

  (9) 貸付金 

   （貸 付 先）    （貸付残高） 

     何 々           円 

     ： 

     ： 

 (10) 敷金 

   （支 払 先）    （金  額）            （支払年月日） 

     何 々           円              年 月 日 

     ： 

     ： 

 (11) 施設の利用に関する権利 

   （種   類） （施設の名称） （取得の価額）      （取得年月日） 

     何 々     何 々         円        年 月 日 

     ：       ： 

     ：       ： 

 (12) 借入金 

   （貸 付 先）    （貸付残高） 

     何 々           円 

     ： 

     ： 
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改  正  案 改  正  前 

（備考） 
 １ （  ）により記載されている事項については、公表に当

たつて記載すべき事項を示したものであり、実際の公表に当

たつては記載しないこと。 
 ２ 「政治団体の名称」欄については、同一名称の政治団体が

複数存在する場合は「甲政治団体（乙野太郎）」というよう

に代表者の氏名を括弧書きで記載し、代表者の氏名も同一で

ある場合は「甲政治団体（乙市）」というように主たる事務

所の市町村名を括弧書きで記載し、主たる事務所の所在地も

同一である場合は「甲政治団体（平成何年何月何日届出）」

というように設立届の届出年月日を括弧書きで記載するこ

と。 
 ３ 「資金管理団体の届出をした者の氏名」及び「資金管理団

体の届出に係る公職の種類」欄については、12 月 31 日（以

下「基準日」という。）現在において資金管理団体に該当す

る政治団体について記載すること。「資金管理団体の指定の

期間」の欄については、基準日現在においては資金管理団体

に該当しないものの、年の途中において資金管理団体の指定

の期間のある政治団体について「何月何日から何月何日」と

いうように記載すること。 
４ 「国会議員関係政治団体の区分」、「公職の候補者の氏名」

及び「公職の候補者に係る公職の種類」欄については、基準

日現在において国会議員関係政治団体に該当する政治団体

について記載すること。「国会議員関係政治団体に関する特

例の適用期間」欄については、基準日現在においては国会議

員関係政治団体に該当しないものの、年の途中において国会

議員関係政治団体に関する特例の適用があつた政治団体に

ついて「何月何日から何月何日」というように記載すること。

（備考） 
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 ５ 「３ 本年収入の内訳」のうち、「個人の党費・会費」欄

については、「1,000,000（100 名）」というように括弧書き

で党費・会費の支払いをした者の数を記載すること。 
 ６ 「３ 本年収入の内訳」のうち、「機関紙誌の発行その他

の事業による収入」欄については、同一名称の政治資金パー

ティーが複数存在する場合は、「甲政治資金パーティー（計

３回）」というように括弧書きで同一名称の政治資金パーテ

ィーの開催回数を記載し、その総額を記載すること。 
７ 「５ 寄附の内訳」、「６ 寄附のうち寄附のあつせんによ

るものの内訳」及び「８ 政治資金パーティーの対価に係る

収入の内訳」のうち、「金額」欄については、寄附をした者

（寄附の金額の合計額が、年間５万円以下の者を除く。）若

しくは寄附のあつせんをした者又は対価の支払をした者若

しくは対価の支払のあつせんをした者別にその総額を記載

すること。 
 
８ 「５ 寄附の内訳 〔個人分〕」のうち、特定寄附（法第

19 条の４に規定する寄附をいう。）については「（寄附者の

氏名）」欄に「㊕甲野太郎」というように記載し、遺贈によ

つてする寄附については「（寄附者の氏名）」欄に「○遺甲野

太郎」というように記載すること。 
９ 「５ 寄附の内訳 〔団体分〕」のうち、上場・外資 50％

超会社（法第 22 条の５第１項本文に規定する者であつて同

項ただし書に規定する日本法人をいう。）からの寄附につい

ては、「（寄附者の名称）」欄に「㊤甲株式会社」というよう

に記載すること。 
10 「７ 特定パーティーの概要」のうち、「（特定パーティー

の名称）」欄については、「甲政治資金パーティー（100 人）」

というように括弧書きで対価の支払いをした者の数を記載

すること。同一名称の特定パーティーが複数存在する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「〔寄附の内訳〕」、「〔寄附のうち寄附のあつせんによ

るもの〕」、「〔政治資金パーティーの対価に係る収入の内

訳〕」及び「＜対価に係る収入のうち対価の支払のあつせん

によるもの＞」のうち、「金額」欄には寄附をした者若しく

は寄附のあつせんをした者又は対価の支払をした者若しく

は対価の支払のあつせんをした者別にその総額を記載する

こと。 

 

２ 「[寄附の内訳]ア 個人からの寄付」のうち、特定寄附（法

第 19 条の４に規定する寄附をいう。）については、「寄附

者の氏名」欄に「㊕甲野太郎」というように記載すること。 

 

 

３ 「[寄附の内訳]イ 法人その他の団体からの寄附」のうち、

上場・外資 50％超会社（法第 22 条の５第１項本文に規定す

る者であつて同項ただし書に規定する日本法人をいう。）か

らの寄附については、「寄附者の名称」欄に「㊤甲株式会社」

というように記載すること。 
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は、「甲政治資金パーティー（平成何年何月何日開催）（100
人）」というように括弧書きで特定パーティーを開催した年

月日を記載すること。 
11 記載の順序は、基準日現在における「政党」、「政党の支部」、

「政治資金団体」、「国会議員関係政治団体（政党の支部を除

く。）」、「資金管理団体（国会議員関係政治団体を除く。）」、

「その他の政治団体」及び「政治資金規正法第 18 条の２第

１項の規定による政治団体」の順とし、それぞれ「あいうえ

お」順によること。 
12 法第 18 条の２第１項の規定による政治団体については、

「政治団体の名称」欄に「甲団体（乙衆議院議員を支援する

会）」というように政治資金パーティーの名称を括弧書きで

記載し、「報告年月日」欄に「平成何年何月何日（平成何年

何月何日開催）」というように政治資金パーティーの開催年

月日を括弧書きで記載すること。 
 

 

 

 

４ 記載の順序は「政党」、「政治資金団体」、「資金管理団

体」、「その他の政治団体」及び「政治資金規正法第 18 条

の２第１項の規定による政治団体」の順とし、それぞれ「あ

いうえお」順によること。 
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振
込

３

法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
（

明
細
書
」
と
い
う
。
）
に
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
出
目
的
書
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲

振
込
明
細
書
の
写
し
を
も
つ
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
振
込
明
細
書
の
写
し
に

げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
文
書
と
す
る
。

併
せ
て
添
付
す
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

別
記
第
三
十
一
号
様
式
の
三
に
準

じ
て
作
成
し
た
文
書

二

法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
つ
て
支

出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
振

込
明
細
書
」
と
い
う
。
）
に
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
（
出

納
責
任
者
が
当
該
振
込
明
細
書
の
余
白
に
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
場
合

を
含
む
。
）

当
該
振
込
明
細
書
の
写
し

４

法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
出
目
的
書
と
し
て
前
項
第
二

号
に
定
め
る
文
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
振
込
明
細
書
の
写
し
を
重
ね

て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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○
政
党
助
成
法
施
行
規
則
（
平
成
六
年
自
治
省
令
第
四
十
五
号
）
抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

改

正

前

（
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
方
法
等
）

（
領
収
書
等
の
写
し
等
の
提
出
方
法
）

第
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

第
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
十
八
条

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
八
条

第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
二
項
第
一
号
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
領
収
書
等
の
写
し
又
は
振

た
旨
並
び
に
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
は
、
別
記

込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
の
写

第
九
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

し
（
以
下
「
振
込
明
細
書
の
写
し
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い

２

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

て
は
、
こ
れ
ら
を
第
十
一
条
に
規
定
す
る
支
出
の
項
目
ご
と
に
分
類
し
て
提

支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
出
目
的
書
」

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
文

２

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

書
と
す
る
。

領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
旨
並
び
に
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日
を

一

次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

別
記
第
九
号
様
式
の
二
に
準
じ
て

記
載
し
た
書
面
は
、
別
記
第
九
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

作
成
し
た
文
書

３

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

二

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

振
込
明
細
書
の
写
し
に
併
せ
て
提
出
す
る
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
（

る
振
込
み
の
明
細
書
で
あ
っ
て
支
出
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
し
た
も

以
下
「
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
第
九
号
様

の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
振
込
明
細
書
」
と
い
う
。
）
に
支
出
の
目

式
の
二
に
準
じ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
振
込
み
の

的
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
（
会
計
責
任
者
が
当
該
振
込
明
細
書
の
余
白

明
細
書
に
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
振
込
み
の
明
細

に
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
場
合
を
含
む
。
）

当
該
振
込
明
細
書
の
写

書
の
写
し
を
も
っ
て
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

し

。

３

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
支
出
目
的
書
と
し
て
前
項
第
二
号
に
定
め
る
文
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、

当
該
振
込
明
細
書
の
写
し
を
重
ね
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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４

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
提
出
す
る
領
収
書
等
若
し
く
は
振
込
明
細
書
の
写
し
又
は
支
出
目
的
書
は

、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
項
目
ご
と
に
分
類
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
者
の
資
格
等
）

（
監
査
報
告
書
を
作
成
す
る
者
の
資
格
等
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

公
認
会
計
士
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
を
行
う
と
き
は

２

公
認
会
計
士
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
を
行
う
と
き
は

、
他
の
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
と
共
同
し
、
又
は
他
の
公
認
会
計

、
他
の
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
と
共
同
し
、
又
は
他
の
公
認
会
計

士
を
補
助
者
と
し
て
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の

士
を
補
助
者
と
し
て
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の

公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
と
共
同
せ
ず
、
又
は
他
の
公
認
会
計
士
を

公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
と
共
同
せ
ず
、
又
は
他
の
公
認
会
計
士
を

補
助
者
と
し
て
使
用
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場

補
助
者
と
し
て
使
用
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
報
告
書
等
の
閲
覧
）

（
報
告
書
等
の
閲
覧
）

第
三
十
七
条

法
第
三
十
二
条
第
四
項
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準

第
三
十
七
条

法
第
三
十
二
条
第
四
項
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
文
書
、
同
条
第
二
項
に
規

る
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
文
書
又
は
同
条
第
二
項
に

定
す
る
報
告
書
、
支
部
報
告
書
、
総
括
文
書
、
監
査
意
見
書
若
し
く
は
監
査

規
定
す
る
報
告
書
、
支
部
報
告
書
、
総
括
文
書
、
監
査
意
見
書
若
し
く
は
監

報
告
書
又
は
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
条

査
報
告
書
又
は
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
す
る

条
に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
総
務
大
臣
に
お
い
て
受
理

場
所
で
、
執
務
時
間
中
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
も
の
の
閲
覧
は
、
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
場
所
で
、
執
務
時
間
中
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、

４

前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
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又
は
閲
覧
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
閲
覧
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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改  正  案 改  正  前 

第７号様式（第９条関係） 

 （略） 

（記載要領） 

１ （略） 

２ 政党交付金（支部政党交付金）による支出簿 

 (1)～(6) （略） 

 (7) （略） 

  ア～ウ （略） 

  エ 事 務 所 費 事務所費の借料損料（地代、家賃）、公租公

課、火災保険料等の各種保険料、電話使用

料、切手購入費、修繕料その他これらに類

する経費で事務所の維持に通常必要とさ

れるものをいう。 

 (8) （略） 

３ （略） 

 

第７号様式（第９条関係） 

 （略） 

（記載要領） 

１ （略） 

２ 政党交付金（支部政党交付金）による支出簿 

 (1)～(6) （略） 

 (7) （略） 

  ア～ウ （略） 

  エ 事 務 所 費 事務所費の借料損料（地代、家賃）、公租公課、

火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切

手購入費、修繕料その他これらに類する経費

で事務所の維持に通常必要とされるものを

いう。 

 (8) （略） 

３ （略） 
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改  正  案 改  正  前 

第８号様式（第１３条関係） 

 （略） 

（記載要領） 

 （略） 

６ 様式（その３）について 

 （略） 

 (1) 経常経費 

  ア～ウ （略） 

  エ 事 務 所 費 事務所費の借料損料（地代、家賃）、公租公

課、火災保険料等の各種保険料、電話使用

料、切手購入費、修繕料その他これらに類

する経費で事務所の維持に通常必要とさ

れるものをいう。 

 （略） 

10 この報告書を提出する際には、監査意見書、監査報告書、当

該政党（支部）が提出を受けた支部報告書及び監査意見書、総

括文書（第 10 号様式及び第 11 号様式）、支部総括文書（第 12

号様式）、領収書等の写し                 

                              

                             

 

及び政党基金（支部基金）に係る残高証明等の写しを提出する

こと。なお、政党助成法施行規則第 14 条第２項第１号に掲げ

る場合にあっては、振込明細書の写しを        当該

振込明細書に係る支出目的書と併せて提出すること。 

 

第８号様式（第１３条関係） 

 （略） 

（記載要領） 

 （略） 

６ 様式（その３）について 

 （略） 

 (1) 経常経費 

  ア～ウ （略） 

  エ 事 務 所 費 事務所費の借料損料（地代、家賃）、公租公

課、火災保険金等の各種保険金、電話使用

料、切手購入費、修繕料その他これらに類

する経費で事務所の維持に通常必要とさ

れるものをいう。 

 （略） 

10 この報告書を提出する際には、監査意見書、監査報告書、当

該政党（支部）が提出を受けた支部報告書及び監査意見書、総

括文書（第 10 号様式及び第 11 号様式）、支部総括文書（第 12

号様式）、領収書等の写し（社会慣習その他の事情によりこれ

を徴し難いときは、領収書を徴し難かった支出の明細書（第９

号様式）又は振込明細書の写し及び振込明細書に係る支出目的

書（第９号様式の２）（第 14 条第３項ただし書の場合を除く。））

及び政党基金（支部基金）に係る残高証明等の写しを提出する

こと。なお、領収書等の写しは、支出の項目ごとに分類して提

出し、振込明細書の写しは、支出の項目ごとに分類して、当該

振込明細書に係る支出目的書と併せて提出すること。 
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改  正  案 改  正  前 

第１４号様式（第２３条関係） 

 （略） 

（基因となった事実） 

 （略） 

（備考） 

１・２ （略） 

３ 合併、分割により解散する場合には、「基因となった事実」

欄にその旨を併せて記載すること。 

 

第１４号様式（第２３条関係） 

 （略） 

（起因となった事実） 

 （略） 

（備考） 

１・２ （略） 

３ 合併、分割により解散する場合には、「起因となった事実」

欄にその旨を併せて記載すること。 
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第１８号様式（第２９条関係） 

 

                                 特 定 交 付 金 に 係 る 届              

                                                                  平成  年  月  日 

   総 務 大 臣          あて 

                                                   政 治 団 体 の 名 称                            

                                                   主たる事務所の所在地 

                                                   代 表 者 の 氏 名                          （印） 

 

   政党助成法第２７条第１項の規定による特定交付金の交付を受けたいので、同条第２項の規定によ 

り、下記のとおり届け出ます。 

                                             記 

 名      称 
      （ふりがな） 

 

 （略    称）  

 
主たる事務所の         

所在地 

（〒   ） 

                                     （電話                    ）

 代 表 者         

 ふ り が な       

 氏    名 
（〒  ）  （住所） (生年月日) (選任年月日) 

    

 会 計 責 任 者             

 
会 計 責 任 者 の 

職 務 代 行 者 
    

 
会 計 監 査 を 

行 う べ き 者 
    

 支 部 の 有 無         
□     有 

□     無 
   支 部 の 数          

 

支 部 の 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地                                  

代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者の氏名・住所                                  

政 党 助 成 法 第 1 4 条 第 ２ 項 の 支 部 で あ っ た 旨                                  

  別 紙 の と お り          

 組織年月日又は政治資金規正法による政治団体となった年月日                                  平成  年  月  日 

 政 治 資 金 規 正 法 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ５ 項 に よ る 届 出 年 月 日                                  平成  年   月   日 

 政党助成法第５条第１項、第６条第１項による直近の届出年月日                                  平成  年   月   日 

 
政党助成法第２条第１項各号のいずれにも該当しない政治団体と                                  

なった年月日 
平成  年  月  日 

 
政党助成法第２７条第１項の規定に                   

より交付されるべき特定交付金の額                   
                                                円 

 

別紙 （略） 

 

 

第１８号様式（第２９条関係） 

 

                                 特 定 交 付 金 に 係 る 届              

                                                                  平成  年  月  日 

   総 務 大 臣          あて 

                                                   政 治 団 体 の 名 称                            

                                                   主たる事務所の所在地 

                                                   代 表 者 の 氏 名                          （印） 

 

   政党助成法第２７条第１項の規定による特定交付金の交付を受けたいので、同条第２項の規定によ 

り、下記のとおり届け出ます。 

                                             記 

 名      称 
      （ふりがな）  

  

 （略    称）   

 
主たる事務所の         

所在地 

（〒   ）  

                                     （電話                    ）  

 代 表 者        

 ふ り が な       

 氏    名 
（〒  ）  （住所） (生年月日) (選任年月日)  

     

 会 計 責 任 者             

 
会 計 責 任 者 の

職 務 代 行 者
     

 
会 計 監 査 を

行 う べ き 者
     

 支 部 の 有 無         
□     有 

□     無 
   支 部 の 数           

 

支 部 の 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地                                  

代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者の氏名・住所                                  

政 党 助 成 法 第 1 4 条 第 ２ 項 の 支 部 で あ っ た 旨                                  

  別 紙 の と お り           

 組織年月日又は政治資金規正法による政治団体となった年月日                                  平成  年  月  日  

 政 治 資 金 規 正 法 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ５ 項 に よ る 届 出 年 月 日                                  平成  年   月   日  

 政党助成法第５条第１項、第６条第１項による直近の届出年月日                                  平成  年   月   日  

 政党助成法第２条第１項各号に該当しない政治団体となった年月日                                  平成  年  月  日  

 
政党助成法第２７条第１項の規定に                   

より交付されるべき特定交付金の額                   
                                                円  

 

別紙 （略） 
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